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各学校の春休み期間 

学校名 春休み期間 電話番号 帰宅時間 

新 冠 小 学 校 3 月 25 日～4 月 6 日 ４７－２１０３ 
午後５時(３月まで) 

午後６時(４月から) 
朝 日 小 学 校 3 月 25 日～4 月 6 日 ４７－２９０９ 

新 冠 中 学 校 3 月 25 日～4 月 6 日 ４７－２９０５ 午後６時 

静 内 農 高 3 月 25 日～4 月 7 日 ４６－２１０１ 

午後９時 

静 内 高 校 3 月 25 日～4 月 7 日 ４２－１０７５ 

認定こども園  

ドレミ（幼稚園） 
3 月 25 日～4 月 3 日 ４７－２４８９ 

 

 

○地域の皆さんへ 
各学校から子ども達に春休みのきまりを指導し 

ております。 

子ども達の行動で気付いた事がありましたら 

各学校や教育委員会へご連絡下さい。 

 

 子どもへの声掛け運動  
  
○声を掛け合いましょう～大人から子ども達に挨拶を！ 

 ○褒めてあげましょう～小さな勇気をほめて！ 
 ○注意しましょう～危ないこと、悪いことをしていたり、 

しそうなときは注意を！ 
 

○保護者の皆さまへ 
   ★体調管理に気を付けましょう！ 

     石けんによる手洗い・うがい・咳エチケット等を徹底し、風邪の症状があれ

ば、外出を控えるなど、流行しているウイルスの感染予防に努めましょう。 

★規律ある生活をさせましょう！ 

○各学校の帰宅時間を守らせましょう。 

（用事の無い時は、早めの帰宅を促しましょう） 

○無断外泊は絶対させないようにしましょう。 

○子どもが外出する時は、行き先や帰宅時間などを確認しましょう。 

○就寝・起床時間の徹底や家庭学習、家事手伝いをさせましょう。 

○大型店のカラオケボックスの利用については、小中学生は保護者同伴と

なります。また、ゲームコーナーは、小学生だけで利用することを禁止し

ています。 

   ★不審者に注意！～遭遇したら～ 

青少年健全育成委員会は、子どもの安心・安全な通学路を図るため、学校

と連携し地域店舗等に協力を得て「子ども 110 番マップ」を作成しておりま

す。子どもが不審者に遭遇した際は、協力店舗等へ避難するよう、子どもへ

指導してください。 

大人も子どもも 

自転車の交通ルールを守ろう!! 
 
①自転車は車道が原則 

  ・歩道は例外（小学生と７０歳以上） 
 ②車道の左側を通行 
 ③歩道通行時は歩行者優先で、車道よりを徐行 
 ④安全ルールを守る 
  ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止 
  ・夜間はライト点灯、交差点での信号遵守 
 ⑤子どもはヘルメットを着用 

春休み中の各施設休館日

（予定） 

レ・コード館 

図書プラザ 

節婦体育館 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

3/28 

4/4 

児童館 
3/27 

4/3 

郷土資料館 
3/27,28 

4/3,4 

 

発行：新冠町青少年健全育成委員会 

    連絡先 ４７－２１０６ 

   （教育委員会(町民センター内)） 



 

 

 

 

 

 

 

○生活目標  ～規則正しい生活リズムを身に付けよう～ 

 □早寝・早起き・朝ごはん 

 □家庭学習の設定 

 □運動時間の設定  

 □読書時間の設定 

 

☆生活目標達成のために、家庭でルールを作りましょう！ 

【ルールの例】 

 ・家庭学習を毎日、各学校で定められている目標時間以上を集中してやる！ 

（小学生 学年×１０分以上・中学生 ７０分以上） 

 ・スマートフォンや携帯電話の使用時間を設定しよう！ 

 ・週１回は『ノーゲームデー』にしよう！ 

 ・１日１回は体を動かす時間をつくろう！ 

  ・１日１０分以上、家で読書をしよう！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

        新冠町教育委員会 ／ 新冠町青少年健全育成委員会 

□子どもを非行やトラブルから守るために 
保護者（親）の責任で約束を守らせましょう！！ 

◆ネットのフィルタリングとルールの徹底を！ 
◆LINEやメールなどに、人の悪口を書かない！ 
◆個人情報は絶対にのせない！ 

 

子どもを犯罪や 

ネットトラブルから守りましょう！ 


